
江会福 41法人 わかば福社会え訳

第一幸 え
'1

(日 的 )

"―
各 この■4掲ユ法人 (以下「法人Jと いう )は ■● =ヽ 事■を行うため え笏児が、

身ともに彙やかにすたされる様に

'効
児と乳効児のitオカ|口 人の尊

=を
保持 tつつ |ユ し

た生■をlLス41会におヽく誉むことが出

^る
ようえたすることを曰めとしく たのサ会,,事

求を′デう

第二重■tl.4■,十

(イ )嬌 育′の4=
(。 )一叶猥か0,十の擁

=
■つ 比民テ育てえ夜拠点,十の催ζ

(`ネ )

ヽ二茶 この法人は .■ ttlv4●法人わかば福泄会という

(饉菅のF景1等 )

″二茶 この法人 ■ ■,福祉苺昔のiた る● .ヽ ■として,き ゎしい●常を|1実 ・●I*ι,かつ4■

に
`子

うため 負
=`,に

そのをすぶ盤の強イしを回るとともに その■●する漏4■十一ビスの質の

●■立びに

'輩
経営のこ明l■の,保 を国, tっ て地ス福●Iの推工に

'あ
る0の とする

(ア務所のイ在地)

第四各 この法人の工移■lを ヽ京IF日 苺●●え■二丁ロニーふの二にユ〈.

第二華 千薇贅

(キ.Iヽ のえ敬)

第■争 この法人に,議員7`を ユ〈

(イま員の笙
`及

び解
`)第六荼 この法人にキ癒  [` 解任姜員会を■さ ,式 iの ■任及び凛任は 年薇貝達

` 
苺

`晏
員会において■う

2 ■式ヽミ
`解

■姜員会は 登■ 〕名 =多●il名 ,卜郎姜責 12の 合キ3`(■κする

3〔
`候

柿オの推萬及び丼任の工■は 理,全が行う 丼工 二ヽ
` 

解
`姜

員会の〔ドについ

ての,見!は 理■会におヽてためる.

4 ■■候満者のht薦 たび解■のた鷲をiう 社●に , 多骸を力,議 員としく工
`ス

びイエ任と

刊輸 した理由を姜長に記明 しなければならない.

5 千議覧411 解■晏 i合の決鷲ほ 姜 員の逆半衣が晨市t その邊半数 をもって,う .た だ

し 卜年姜長の ]多″ Lが II痛 し かつ 不平姜貫の 1名 以上が賛たすることを姜する

l



(キユ真の任期)

■t条 子ミiの
`掏

は ミ任腱ロキス内にヽ1す る針 キえのうちi4の ものに関するた吋千

議員会の冬皓の叶までこt i任 をサ1,な い.

2 イ
'"の

満了前に二
`し

た

'式
1の帯欠としく逆●された平議貴の任期は え,し た,崚 1の

任期のわ1す る|'■ てとすること01で きる.

3 年議員は 第二茶にためるたよにた0な くなるときは '力の馬 ,スは4任によ,4任 した

後も 鉱たにミ
`さ

れた者び籠 するまで ,お諄議員としての様11表雅を有する

(丼筑ヽの報酬■)

●入各 絆ま1に対して 各4‐ 々のえ頸が20万円をセえない範mで オュ姜操会において万1にえ

める来剤等のたわの工準に従ってユだした飯
= 

薇耐としてたわすることがで
=る

事二幸 袢薇員会

(薔よ)

キえ午 千式員会は 全ての工試量をもっくIIにする

(椎 K)

単一〇条 丼鷲1会は 次の,'く につ てヽ
'ま

する.

(1)理 ,及び監,のミ
`ス

は解任

(2)理■●tび豊,の工酬年の新

(3)理す及び菫
=立

びに悴議員に■する栞酬等のえおのな+
(4)十卒書類 い偕着N表たび●えす単す)えび財え日ヽ の工t
(5)に美●,たえ

(0 ヽ会叶度のたが

(7)基本財笙●)た分

(8)社会福・■た実す画の

`誕(9, その他工■1会で決まする|の として法●えはこのた■でためられた事項

(閾 ,)

帯――■ 竿籠員会 iだ叶I鎮員会として,キ 会十年■終,■ 3ケ 月,ズ 内に l口 開催するはか

■

'が
ある場合に関

"す
る

(“ 年)

第一二 々 千 .I員 会 は ,^に 冽ス のた わが あ るル

`を
除 き 理 ■会 の決 表 にお づ さ型 す 長 メ沼

+す る

2 ■議員は 理■長に対し '■ i^^目 的である事項入び招■の理由を示tて 丼筑 会ヽの

招lIを ,来することができる

(法ま
'第一二午 千詢 会の)式は 法■につ|ヽ て,争別の11馨 関係を有する,表員をlt〈 丼五貝・,4半



長 |‐

"″

し その■+疑 をもって,,.
2 前項のえたにかかわらず 人のよ議は 法ユについて持冽の11争 l●lFを 有する子気真を離〈

丼崚iの 3'の 2以上に当たる多夕をもっく行わなけれ ,な らな .ヽ

()監率の粋任

(2)tよのた■

(3)そ のt法
^で

ためられた●項

3 理す人は豊
==ミ

任する議苺を,議するに経しては 参候llを ごとに,1'員の決まを

“

わな

けれ:Iな らない.理 ,知 菫事の候補者の合計数が和 5茶にためろえよを上口る場合には 逹

半業のヽスを,た候橋者の十から
=書

業の多い崚にたよの悴に二するまでのオをと,す ること

とする

4 キ 1項入び第2頸 のヽたにかかわらず 絆載ス (当 ま奉猥について■共に″わることができ

るものに驚る )の 全ヽゲ各衝人は電磁的t蠍にようf・1越 ので■表iを したとき」 イ●ヽ会の

議′があったものと地なす.

(式,ス )

第一,,A ・F凝員会の表苺についてli 法ヽでためるところによう 護F録 を作氏する.

2 鼓(■び会議に出

“

した丼議員のうちから■●された式
=景

暑Z人二

`が

これに■

`ま

たは

'`押 'Pす
る

事口■ ■員スlF驚 1

“

tiの た掟)

第一工条 この法人には 次の2贅 をヱく.

(1)型ず 六g

(2)監
= 

二

`2 理,の うち―名を理■tと する.

(■ 1のヽr)

,一 六雀 型,たびi,は ■繭 会の決載によつて颯
`す

る.

2 理,長は 2,奏の決ユによって理事の十から建えする

(燿子の菫務たび構
",

第 一 セ 各  理 ■ は 理 ,々 を権 κ し 法 ● ■ び この え 来 で た め る と ころ に よ り 龍 務 をス ,す る

2 ,●
== 

な0たびこのたよでためるところによう この法人を代表し その十務を絋行す

る

3 ■■■は ,会すキえに4綺 月を起える嗅隔(2ロス■ |このR議の工
`子

の人えを理,会

にヽ をしなければならない

(菫事の財 えび権it,

■―八条 菫事は 理,の賊力のス行を菫支し 法●でためるところによ, 監■報告を作へす

る

●
●



2 登苺は いつでも 屁,たび敲責になしく■■のヽ
=を

求め この法人の十帯入 |●財度のイ々

光の調●をすることがで,る .

(2長 の任

")隼―た条 聖苺人 け豊苺の l■ 期 は ミ任後二年以 内にネ

`す

る会すキ■の うらえ終の もの に関す

るた吋議 員会の

`結
の叶■てとし ,l■ をサげない

2 帯人として工
`さ

れた理事人は菫,の■
"は

 前
`者

のl■日の満 ,す る吋までとすることが

できる.

3 理革スは豊,は  帯―■■にためるだよにた ,な くなるときは ,コの洵1スは,任 によ

'退
`し

た

`え

も 鉱たに〔任された者が班 l■ するまで ,お■■スは監苺とtく の様11へ整をイ

する

(■ 1の 解任,

第二0各 理,スは監率が 次のいずれ
"■

=磁
当するときは キ繭 会の共崚 :よ って絆

`す
る

ことゲできる

(1)試み上の人みに逹たし スは■務 をヽ ったとき.

(2)ヽ 々のよ

“

のため 獄みのよ,に 黄

"が
あ
' 

ス 1こ れに■えないとき

(■長の工則辛)

第 二 ― 午  理 ,及 び菫 幸 に 対 して る キ た の鑢 頼 が 40″ 口 をた え な い軋 日 で ・ Fミ姜 i´ に お い

く

'1に

定める淑酬年のえ搭基準に従っく,た した顆を 無利としくえ俗することができる

(嶽 i)

"ニ
ニヽ この法人に 繊員をi〈 .

2 この法人の■■■,す る電■のttの 工妥な嶽1(以下「た■■,Jと いう)は 理事合に

おいて 二●・ 及び絆
`す

る

3 た■■,以外のよ長は 理す長がをたする

■二幸 理す
'

(澪

^)多ニニ

^ 
理率会は 全ての

'I事
をもつて棒式する

(雄は,

第ニロ茶 理,会は 次の■務を行う ただし 口,の 米移として理事ケ ためるものについく

は理,■が,よ し これを理事会に柔
=す

る

(0 この法人の鷲務■行の決定

(2)2,の武務の執行の尊苺

(3)理■■の選た■び星民

(I.・ 工)

竿ニユ条 ユ辛合は 理事長が

“

lFす る



2 ■■tゲ人けたときス 理 事ヽに

'ス

があるとさi 各型,が,事会をセ■する

(ス驚〉

第二六

^ 
理事会の,議は よ崚について持

=1の
11● 関

`を
有する理事を,〈 理事の過半数が出

市し その過半■をもって,1.
2 前項のヽたにかかわらず ユ,(当該事項についくヨ洪に

"わ
ることがで,ろ tの にはる.,

の全資が奎働スはi機的;こ民によう同ヽのtこ
=示

をしたとさは (菫率が多繊II素 についく髯

業を述べたときをい ( , ■ ・■,^の決薇があったtの とみなす

(気事録)

帯二を条 理事会の薇■につ|て は 法0でためるところに■

' 
表
'鋭

を作Rす る

2 出市した理■■及び鷹I・ 1 前'1の まF筆に■名またはiZ押
`Fす

る

第六i t獲えび会
`|

(tた の区分)

ヽ二人● この法人の■とは これを分けて工神 オことそのLIfこ の二桂とする.

2 エネけ羞 i 次の各;に 褐 Fろ 叶
=を

ヽって構咸する

(1)几 全  100″ 月

(2)土 地

(イ )k京
=「

ロオヤあ僣 1008=3 1008幕 4′
`の

■■園所ヨ野わかば仔●□商

薔,口 腱た 0320計 (^有●,89■52rの うち持分 3880650の 1‐ 54))

(。 )彙ま
=「

■,す I玖係二丁口22護 l″

`の
豫育・r日 野ゎかば保育日本回却 t

(12'5,,i〉

(^)葉す1ド ■野市捏えF二 ,日 23`2″このほ百

`日
,わかは■F口 ヽ国資地

(25326r)

(二)栞
==,日 'す

だス仔二丁口23`B"た のほ育

`口
争わかば保育国本国友地

(24778ぽ )

(ホ )ヽ京都口,市
=久

仔二,日 23暮 24"在の保す●口野わかばメ育固■日業化

(237ポ )

(3)ヽ l17

(`)東京

“

口予●め苺 1008=た 8 1 0 0 8 il14所 在のス帝ス筋コンタリー トミ

艦度沢地下 l饉● 10餞丈 ステーシ,ン プラザ高性不,3‖椰今

綺僣 1008ふ 3の 302の哭
「

鉄筋コンクリートミ 〔

"え係育Ⅲ 口

`わ
かば,す口あ薔

'画
口各 (14375,F)

(。 )来 ま

“

口野十程久保二丁 日21暮地 2 2i卜 比 2え  33● 辻 7■●の去十 鉄

筋
'レ

タリー Ⅲ 工鉛 メッキ鋼五●tt下 1時■ 2嗜え

21春 2の 2

係育
` '抒

わかば

`す
mm苓 1本 (89842耐 )

( )東●オFロ ヨ十種久保二T員 23ぶlt 3 23=22 23子 地23``のス■ ス

,コ ンタリートニ重分メンキ鋼薇ぶ
=2偕

え



23事 3の 2

ネ育所 口,わかば伴●口印
':揉

(16240市 )

3 そのに財こは 蜘 笙以
'卜

の叶ことする

4 基本1オ 度に指えされて

'け

された全.・ は tやかに第二項に持げるたわ 
“

ヽな■え ,と ら

なければならない

に 本オこのた分)

,二た茶 基本オたをヽ 分し スはた,に l■ しようとするときは 型,会及び子ま責会のふ■を

,て  日イ市長のネ縫を,な ければならな|ヽ .た だし 次の各テに褐 Iる 場合に i 口

'市
長

の

`ユ
は

“

2と しケヽヽ

(1)″立●文法人福褪 ′書 ,にすして工刹 工,拒艦に
'す

る撥●

(2)猥立●Ik法
'纂

lt■ 苺棧構と協調説t(■ユ行ス法人橘社医苺機,の 福祉贅

“

が

`テ

うた

'整
備のためので全にオする殿苺と‖せて′テう同一のll度 を,得 とするガ議苑■整備のた

めのt会に対する融iを いう 以下F・ し ,に 関する実′
'を

結んだ氏閾全確 l・lに対して

エネ針とを拒保に輌する″0幅 調融 llに

“

ろI●■にはる。)

(tと の●理)

疑二〇
～
 この法人のヽこは 理す会のためる′法によ

' 
型■■が

'理
する

2 ●とのうらえをは ,実 な全離 関に預けべれて

“

,す る

(=求十●スび颯k千年)

第■―
～
 この法人の苺求十■またびにえ子■守についくは '絆 |キ t開始の口の前日までに

・■■tが作たし '里事会のネユをえけな
'れ

ばならない これを変更する社,` F・ 苺とする

2 前
"の

書斯についくは 三たろ事務¨に 当議会●Tキたり`ふ,す るまでの間特え長さ 一|た

の関先に供するしのとする

(■+氣■及び法辛)

第ユニ4 この法人の■髯工各たい法丼については ,会十年え終T従 理,長″.次の著数を

“へt 菫
=の

■■をたけた■で ,y●会のネユをヽ けなければならない

い)●業工告

(2),業来
=の

ll14呵おす

(3)贅僣オ照蒸

(4)lええ・t年す (■全にえ十年ヽたび
=十

着勁十年書,

(5)贅借社燕え及び4え ヽ十
=書

(t,にえ
=眸

守えびす輩治勁す子誉)の け昼明詢憲

(6) 1オ た日経

2 前項のネユをえけたす類のうち ‐●1■ 第3■ 肇4=人 lF■ 6うのま輌については た

叶千載員会に■まし 第 1=の ま薇につヽくはその中客を無各0 そのにの言埼について ,

iユ をくけなければならない

3 4・
'頸

のす級のほか 人のま類を三たる事務″に 5■閾鷲え■さ ―級の図党に供するとと

もに え紋のiた るキ浙 に備え工
= 

―歿の関鼈によするものとする.

0)菫 査■
=



(2)理
'●

tび豊,ユ びにキ誡 めヽ7.■

(3)理す人び監苺ユびに
'餞

員の氣則等のえ搭の基+を iitた 葡゙

(4)●■の社!キ をi業 したす面

(会計年夏)

第ニニ条 この法人の会す年度は ,■四月―口にt.■ , I年二月ニー■をもつてヽわる.

(会十処理のヽ準)

'二
●粂 この法人の会すに7● しては な,今 及びこのだKに ためのあるもののほか 理事会に

おいてためる場里■程によ
'処

理する

(齢機の+量 )

"ニ
ユ条 i率 をもoく ためるもののは, 新たにヽみの負担をし 人は権オ1の よ苺をしようと

するこきは 理,総数の二分の二以上の同越がなけれliな らな|■

第tや 丼掟

(熙炊)

,二 六 争  この 法 人 は た ,福 祉 法 第口 六 ■ 第 一
'`帯

― ,た び 第 二 ;か ら 4・ 大 う ま で の 杵 代 ■ 歯

により鮮まする

(A●財この

"嬌
)

,ニセ条 鮮使 0鷲又はttこ による″Xを F● く〉 した場合における●
'llた

は 平載員会のた

式を,く ,会,,法人工びに社会福祉,十 をiう 学た法人たびズおけ団法人のうちから■■

されたものに

"κ
する

革
^幸

 たまの文え

(だヽのええ)

■二人峯 このだくをええしようとするとさは ,式 1■のよ気を,て  コな市長のユ可(社会薔

祉法第15条の86,2に えたするi生詢 右0で 定める●■に

“

るものをにく )を 失けなけ

ればならな ,ヽ

2 前項の,■ ,働 省●(た める千項に

`る
た杖O IFえ をしたときは 遅

"な
(そ の旨をロオ市

長に痛けますければならない

第た幸 グどのオ
'そ

の花

(,:■のオ
=,

第二ん茶 この法人のズ
=は

 II会福祉法たわかばヽ工合の椅示■に綺示するとともに ,ス
新聞スは電子父

=に
掲峯して,'.

´，



(た行榊11)

事四〇条 このた装のX● についての綺11● 理,会においくためる.

lll 量|

1 この法人の■●当llの役■は 人のとお,と する ただo この法人のよユ
`え

工
"な

〈 =
のえまに多づさ 夜員の工■を,'も のとする.

理事t
■ ,

″

″

″

″

壁 す

″

2 このにヽは

'え
2,■ 4月 1■ から七

`テ

する.

3 筆5茶 でためる■■1の に数は '戌 29■ 4月 10'ら 千代 32キ 3月 3]日 までのl・lは 4

名ス■とする.

デ野 有突デ

た本 ■市

ヤム 貞夫

ヤ

" `省κ たえ子

■オ 宏

^あ綺 紘

+0 憚

も


